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治験施設支援機関の基本契約について（報告） 

 

治験センター設置に伴い、市立函館病院を支援している治験施設支援機関（以下 SMO）

との基本契約における手続きについて会計法及び地方自治法に基づき下記の通り定めたの

で報告します。 

 

記 

 

１ 平成 28 年 4 月 1 日から、有資格業者として登録された SMO と基本契約を締結してい

ます。現在登録していない SMO については「一般競争入札または指名競争入札に参加

する者に必要な資格等の告示」に基づき平成 31 年度の「函館市入札参加資格」の登録

をお願い致します。 

 

２ 平成 31 年度「函館市入札参加資格」（定時・有効期間 2 年）に登録された場合、基本

契約の有効期間は 2 年となります。 

 

 

３「函館市入札参加資格」における「指名登録業者」への登録方法については 

平成 30年度 12月中旬に函館市調度課ホームページに掲載致しますので御確認ください。 

 

https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/soshiki/chodo/ 

   

市立函館病院 院長 森 下 清 文 


